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　私が精神科医として駆け出したのは、昭和40年代の初頭
のことです。当時の精神科医療現場では、悲観的な治療論が
支配しておりました。そして、今とはちがって、精神科医は
暇でした。そのころ、看護学校で講義していた先輩から「講
義を受けると、学生の患者に対する偏見が強くなる」と聴き
ました。当時の精神医学の教科書は、患者に貼り付けるレッ
テルの列挙でした。
　その頃、ある精神科病院で、珍しく明るく熱意にあふれた
看護師と出会いました。彼女は「先生、精神分裂病（今は統合
失調症と改名されました）って治るのですね」と目を輝かせ
て、私に語ってくれました。そのあまりに素朴な感動に、私
も感動しました。彼女は、病棟で明るい雰囲気を持ち続けた
人でありました。
　当時、英国の精神科専門雑誌（雑誌名や年号は覚えていま
せん）の報告に感動したことを思い出します。施設やスタッ
フが同じレベルの二つの精神科病院で、治癒率に大きな差
がありました。その理由を知るために各種の要素を推計学
的に比較しました。その結果、唯一の差は、看護師の疾病予
後感でした。看護師の多くが精神の病は治ると思っていた
病院の患者がよく治ったのです。つまり、治療する人の楽観
的対応が良き予後と相関していたのです。もちろん、科学と
しての目で見れば、昨今の目覚ましい治療法の進歩があっ
ても、病の予後は決して楽観できるものではありません。あ
まりにも楽観的な見方は、重大な危機を見逃すのでないか
という当然の反論があるでしょう。そのことは十分に承知
したうえでの、つまり悲観論を乗り越えた楽観論です。私は
これを「治療的楽観論」と呼んでおります。患者さん、周囲の
人たち、治療者などがそれぞれの立場で「今は大変だけど、
そのうち何とかなるさ」という気持ちになることが、 大き
な治療パワーとなるのです。 楽観的な視点が、自己実現予
言となるのでしょう。
　私は長く統合失調（数年前までは精神分裂病）と診断され
た人たちに関わってきました。私と同じく年齢を重ねた患

者さんが、今も何人かは私の外来に通院してくれています。
彼、あるいは彼女らに共通の特性があります。 それを列挙
しましょう。
　まずは、損得勘定ができない、裏表がなさすぎる、好き嫌
いの感情を隠すことができない、言ってはまずいことを
言ってしまう、とことん人を信用してしまう、手を抜くこと
ができない、などなど。一言で言うと、「何かしら一途」であ
る。
　若いころには彼らも、無理に節を折って、何とか世間に合
わせようと苦労をしたであろう。しかし、それが挫折で終わ
ることも多くあったであろう。しかし、老いは万人に平等に
やってくる。歳を重ねる長い時間の中で、多くの問題はどう
でもよくなった、そして今、彼らがいる。
　持ち味の一途さはそのままで、何か突き抜けた潔さがあ
る。人との付き合いはその場その時だけである。しかし、相
手をホッとさせる余韻を残してくれる。ご本人はそれを意
識していない。
　「こういう人が存在しうるのだ。世の中も捨てたものでは
ない」という気分にしてくれる。治療者も周囲の人たちも癒
され、 心が広くなる。

精神医療における 「治療的楽観論」

山口　直彦

Profile
1939年生まれ。
神戸大学大学院医学研究科博士課程修了。医学博士
県立光風病院名誉院長・元甲南大学文学部教授・（公財）ひょう
ご震災記念21世紀研究機構副理事長兼兵庫県こころのケアセ
ンター長

山口　直彦 氏 プロフィール



少子化対策について再考

野々山　久也

　少子化現象に対して「この狭い日本に1億人以上の人口
がひしめき合っている現状からして、少子化現象は望むと
ころ。むしろ少子型社会へのソフト・ランディングのための
移行策を講じることこそ先決」という主張がある。この説で
は少子化が肯定されている。しかし本稿では、少子化が労働
力の供給不足や社会保障の財源不足などとは別の根拠から

「肯定できない理由」を示し、その解説を試みる。
　少子化の原因とは、つぎのように解説される。すなわち子
どもの意味の変化が根本的原因である、と。では今日、子ど
もの意味がどのように変わってきたのか。かつて多くの家
族は｢家｣経営体であって、子どもは明らかに「家」あるいは
家族の労働力として貴重な存在であった。また家業の後継
者や老後の生活保障としても貴重な存在であった。しかし
今日、ほとんどの家族は家業なるものを有さない。サラリー
マン化してしまった。
　いま家族が子どもをもつとすれば、その子どもの意味は
根本的に異なっている。それは夫婦の愛の証であるとか、生
活の潤いであるとか、趣味としての子育て、などである。こ
の時点で、必然的に夫婦の愛の証としての子どもの数は大
勢である必要がない。家族における子どもの意味の変化は
1人か、あるいは性を異にする2人の子どもで十分である。
社会保障制度の充実やコンドームなど避妊具の普及は、そ
のことに大いに貢献もしてきた。しかし、これだけで必然的
に少子化になるとは限らない。
　一方、それまで国家にとっての子どもの意味は労働力で
あり兵力でもあった。労働力の提供も兵士の提供も、国は全
面的に家族に依存していた。家族に命令することで事は足
りた。家族はその時点でも実質的には「社会のため」に子ど
もを産育していたわけではない。それでも家族にとっての
子どもの意味と社会にとっての子どもの意味に大きな齟齬
はなかった。だが、大きな齟齬が生じてしまっている今日、
国家の側の政策転換こそが致命的となっている。
　少子化対策とは、国による国のための対策であって家族
のための対策ではない。とはいえ子どもは、国家では生産で
きない。このことに真剣に取り組んだ国ほど少子化対策の
あるべき方向や少子化現象に対してもつべき価値観の転換
が進み、少子化を緩和でき、防ぐことができている。要する
に、産育活動を家族の責任のみでなく社会の責任として位
置づけ、社会的存在としての子どもに対する「産育保障」政
策に早くから取り組んできている国ほど、少子化現象の悩
みから解放され、出生率を回復させてきている。取り組み方
は、その国の文化や民度と無関係ではない。
　現に少子化を緩和させつつある先進国では、少子化対策

を全面的な産育保障の政策へと転換させてきている。第1
に、産育する女性の自立支援策である。働く女性たちが保育
サービスや育児休業制度を容易に活用できる国ほど出生率
が回復してきている。日本でも、この政策に関する限りそれ
なりの展開がある。ただし保育サービスや育児休業制度の
不備や限界のせいで、少子化は防げず、緩和できていない。
自立支援策であっても産育保障政策ではないし、非正規雇
用の産育保障にもなっていないからである。それが多くの
若者たちの未婚化現象の原因にもなってしまっている。
　そこで第2は、若者たちへの産育保障の政策である。結婚を
前提にして子どもを儲ける若者たちに対する未婚化対策と
しての家族形成の支援策である。すなわち積極的な就労支援
をはじめ住宅サービス政策など、若年期やポスト若年期の法
的位置づけによる若者の人生設計への全面的サポートであ
る。若者たちは人生の将来見通しがないのに結婚や出産はし
ない。日本には少しの就労支援以外、若者政策は皆無である。
　第3は、子どもを社会的存在として位置づけ、家族による
産育活動の徹底的支援である。特殊事情のアメリカを除く
先進国では、国が「産育保障を社会的責任として位置づける
度合いの高さ」とその国の「出生率の高さ」とは有意に相関
する。社会的責任としての位置づけの高さは、1つには産育
保障に対する国家予算の額によって測定される。OECD諸
国のなかでも日本が旧態依然とした少子化対策であり、そ
の結果、少子化が緩和できていないことは明白である。
　そして第4は、産育活動の支援や保全を国民的価値とす
る普及政策である。中学教育レベルから教育を開始し、企業
や社会機関のすべてが保育サービスを提供する公民運動の
活性化である。大学や企業に保育施設があるのは当然とい
う意識の醸成であり、敬老精神ならぬ「産育協働」精神の普
及である。少子化を緩和させつつある先進国では、すでに国
民的価値になってきている事実を知るべきである。
　本稿の問題提起である少子化現象が肯定できない根拠は、
以上のことを指す。そもそも孤立して産育することになる日
本の女性たちが積極的に産育に励むことなど有り得ない。
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